
総合労働相談コーナーをご利用下さい 

職場でのトラブルの解決をお手伝いします 

 労働者及び事業主からの労働に関するあらゆる相談に無料で対応し、
関係法令の説明や情報の提供を行います。 

 また、事案に応じて京都労働局が実施している個別労働紛争解決制度
（労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん制度）を紹
介しています。詳細は、こちら 

労働者・事業主の皆さんへ 

解雇・雇止め 

退職勧奨 

賃下げ 配置転換 

労働条件
が違う！ 

いじめ・嫌がらせ 

など・・・ 

京都労働局、京都駅前及び府内の労働基準監督署内に総合労働相談コーナーを開設しています 

京都駅前総合労働相談コーナー 

所在地 

開庁時間 

厚生労働省 ・ 京都労働局 

月～金曜日 ９：３０～１７：００ 

          （土、日、祝日、年末年始は閉庁） 

    
    フリーダイヤル 

    0120-829-100(京都府内限定) 

        ０７５－３４２－３５５３ 

 
京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町６０８－９ 
日本生命京都三哲ビル８階(下京区役所東隣） 
 
このほか、京都労働局及び府内の労働基準監督署内の総合労働相談コーナーについてはこちら 

http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/soudan01/sodan_ki110630.html
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/soudan01.html

